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CHAPTER 2　授業における著作権

引用とは

著作権法の32条1項には以下のように書かれています。

第32条（引用）

1　公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合におい

て、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究

その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

32条1項の引用として著作物を利用するには、次の条件にすべてあてはまるこ

とが必要です。

 

●公表された著作物であること

●「引用」であること

区別性：引用した箇所が明確になっていること（カギカッコや区切り線など）

主従関係：量的にも質的にも本文が「主」、引用部分が「従」であること

●引用による利用行為が「公正な慣行」に合致し、「引用の目的上正当な範囲内」であ

ること＊1

引用って聞いた時にどんなイメージですか？

隅木

要約したりもあるような？

小中

よそから引っ張ってきてたら引用かな。転載のことかな？

大院

広義で言う「引用」って、人によって違うんですよね。ここで説明するの
は、あくまでも著作権法上の「引用」となります。広義で使われている「引
用」という言葉とは、意味合いが異なりますので注意が必要です。

隅木

02 引用（32条1項）
このSECTIONでは、著作権法で定められている「引用」について説明します。
著作権法上の「引用」は決まりごとが多く説明がたくさんありますが、がんばって読んでみて
ください。

SECTION

他人の著作物を利用する側の利用の目
的、その方法や態様、利用される著作
物の種類や性質、当該著作物の著作権
者に及ぼす影響の有無・程度などを総
合考慮すべきとされています。東京地
判 平 成 30 年 2 月 21 日（ 平 成 28（ ワ ）
37339）〔沖縄うりずんの雨事件第一審〕

MEMO  ＊1
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出所って、なんか刑務所から出てくるみたいですけど……

小中

画像とかはどうしたらいいんですか。必要最小限で一部切り
取るのか、それとも改変なく原型のまま使うのか。

小中

文章だとそのまま書かないといけないんだよな？
元の文章に誤字脱字があっても？

大院

あくまで引用の条件すべてをみたす必要がありますので、
ピカチューの研究だったらピカチューの絵をなんでも使っ
てよいわけではないですよ。

隅木

ふふ、確かに法律的な表現ですね。普通に言うと
「出典を書く」となります。

隅木

画像はそのまま使うのが基本です。しかし、その画像の一部に
特に注目して言及したい場合には、その一部であることをわか
りやすく表示し、なおかつ、引用であることを明確にする必要
があります 02 ＊2。

隅木

引用する箇所をそのまま書く必要があります。原文に誤字脱字
がある場合は「原文ママ」などと書くとよいと思います。翻訳し
て引用することは著作権法でOKとされています＊1。

隅木

画像の引用例02

元の画像（出典：〇〇建築写真集XX頁　撮影：天野由貴）

東京工業大学大岡山キャンパス内
にあるTaki Plazaは隈研吾建築都
市設計事務所の設計で、階段状の
大屋根が特徴である。植栽とデッ
キで構成された屋根は……

拡大画像

翻訳引用（47条の6第1項2号）は条文
上認められている一方、要約引用は条
文上認められておらず、解釈に委ねら
れています（要約引用を認めた裁判例
として、東京地判平成 10 年 10 月 30
日判タ 991 号 240 頁〔血液型と性格の
社会史事件〕）。

MEMO  ＊1

中山信弘『著作権法〔第4版〕』（有斐閣、
2023）428 頁は、「引用においては、
全部引用でない限り、同一性保持権の
問題は不可避的に生ずるが、引用につ
いては部分引用が通常であり、しかも
適法引用である限り、著作者は自己の
作品との結び付きにつき誤解を与えら
れるというおそれも少なく、同一性保
持権侵害にはならないと解すべきであ
る。」としています。

MEMO  ＊2

ピカチューの研究だったら、ピカチューの絵を使えるんだな。

大院
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CHAPTER 2　授業における著作権

授業で著作物を扱う際の権利制限

著作権法35条には、授業の過程で著作物を扱う際の権利制限が定められていま

す。授業のために学生と共有したい資料に、限られた範囲ではありますが、他人の

著作物を著作権者の許諾なしに利用することができるようになります。

なんでもできるわけではなく、できることとできる範囲が「限られている」ことを

意識することが大切です。それらは著作権法の条文に書かれており、それをさらに

具体的にまとめようとしているのが「改正著作権法第35条運用指針」です。

本書では、簡単に「運用指針」と略して記載します。運用指針については、P40で

詳しく説明します。

条文には以下のように書かれています。

第35条（学校その他の教育機関における複製等）　

1　学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）に

おいて教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用

に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公

表された著作物を複製し、若しくは公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、

送信可能化を含む。以下この条において同じ。）を行い、又は公表された著作物

であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。

ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公

衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合

は、この限りでない。

何言ってるかわからない！むり！もう心折れそう……

小中

カッコの中の文章も長いし、どことどこが
繋がってんのかわかりにくい……

大院

法律的な表現なので難しいですよね。そんなみなさんのために、「改正著作権法第35条運
用指針」があるのです。本書では、この運用指針の内容をさらにわかりやすく説明します。

隅木

03 授業目的の複製等（35条）
このSECTIONでは、授業目的の複製や公衆送信について定められている35条について説明
します。2018年に35条が改正された際の内容についても説明します。

SECTION
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運用指針25ページ

MEMO  ＊2

改正35条では、授業目的の公の伝達と、補償金を支払えば前ページのような公

衆送信を、許諾なくおこなってよいことになったのです。できるようになったこと

を授業形態ごとにまとめると 02 のようになります。

やや難しいのは、公衆送信のすべてについて補償金が必要とされているわけでは

ない点です。公衆送信のなかでもいわゆる遠隔合同授業等で行われる場合は補償金

の支払いなく無償、無許諾で利用できます（35条3項）。

これは、2018年の著作権法改正前に無償でできた利用については引き続き無償

にするため、改正後の公衆送信にも無償でできる利用が残されたためです＊1。

公衆送信の許諾02

遠隔授業形態の分類03

授業形態 授業時間内の
参加場所

資料配布※2 公の伝達 資料公衆送信 授業映像公衆送信

教室内 教室内 授業時間内 授業時間外 同時中継 録画

従来教室授業 対面 ◎ ○※1 ○ ○ - ○

遠隔合同授業等
対面 ◎ ○※1 ○ ○ - ○

遠隔 - - ◎ ○ ◎ ○

スタジオ型授業 遠隔 - - ○ ○ ○ ○

オンデマンド型授業 - - - - ○ - ○

◎：改正前から許諾なく無償でOK　◯：改正後補償金支払いにより許諾なくOK（※1は補償金不要）
※2 プリントやUSBメモリでの配布、AirDropなど教室内で閉じた通信による配布

文化庁の整理＊2 に従って、本冊子では、「遠隔合同授業」には2つの形態が含まれ

るため「遠隔合同授業等」とします。「遠隔合同授業等」には「同時中継合同授業」と「同

時中継遠隔授業」があります。

この違いは、副会場に教員がいるか否かです。つまり、「同時中継合同授業」は、

それぞれに教員と学生がいる複数の会場を双方向通信できる形で繋いで行うタイプ

の授業を言います。これに対して、「同時中継遠隔授業」は、教員と生徒がいる主会

場の教室で行われている授業をリアルタイム配信し、自宅などの副会場で生徒だけ

でも受講できるようにしたものです 03 。

「公衆送信」と「公の伝達」の用語につい
て、P19 の 4 で説明しています。さら
に『運用指針』による用語定義と具体例
を、この後のP40で説明しています。

MEMO  ＊1

同時中継合同授業 同時中継遠隔授業

主会場 主会場 自宅等

スタジオ型授業

主会場

自宅等

オンデマンド型授業

サーバ

自宅等

副会場

副会場

POINT

補償金を支払うことで、許諾なく公衆送信できる場面が増えた！

補償金は、公衆送信を行った著作物の著作権者に支払われるべきなのですが、現

場の教員や学生が著作権者を探して直接支払うことは実質不可能です。なので、補
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そんな全国から金集めて何に使われるんだよっ！

大院

えっ、金もらえるの？

大院

なんだ、じゃあしかたないな（まんざらでもない）。

大院

怒らないでください。大院先生も論文や本を書かれるの
ではないかと思いますが、先生の著作物が授業での公衆
送信で使われた場合に、集められた補償金から先生にお
金が分配されます＊4。

隅木

そうなのです。だからその時が来たら、連絡
が来ますのでお手続きしてくださいね。

隅木

SARTRASの分配金のページ
https://sartras.or.jp/bunpai/

MEMO  ＊4

著 作 物 の 教 育 利 用 に 関 す る 関 係 者
フォーラム（教育著作権フォーラム）
https://forum.sartras.or.jp/

MEMO  ＊5

35 条が改正された時に、権利者側と教育機関側の人が集まって、35 条の運用

について考える会議が設置されました。これを「著作物の教育利用に関する関係者

フォーラム（教育著作権フォーラム）」と言います（以下、「フォーラム」と略します）＊5。

P04でも説明したように、権利保護と公正な利用のバランスが難しいので、両者

の意見を出し合いながら、共通認識を決めましょうということになったのです。

法律の有識者の方々もメンバーとして参加し、法律的な判断についてアドバイス

をおこなっています。

SARTRAS
https://sartras.or.jp/

MEMO  ＊3

償金を取りまとめる管理団体を作り、そこにまとめて支払い、そこから著作権者へ

分配することになっています。この仕組みを「授業目的公衆送信補償金制度」と呼ん

でいます。補償金をまとめて支払うのも、教育機関の設置者が行いますので、先生

方1人ひとりが支払う必要はありません（104条の11）。設置者というのは、市立

小学校だったらその市、県立高校であればその県、大学であれば、国立大学法人や

学校法人、ということになります。

この補償金を収集、管理、分配するのは、「SARTRAS（一般社団法人授業目的

公衆送信補償金等管理協会）＊3」という団体で、「サートラス」と読みます。

03

　
授
業
目
的
の
複
製
等（
35
条
）



40

授
業
に
お
け
る
著
作
権

C
H

A
P

TER
 2

CHAPTER 2　授業における著作権

改正著作権法第35条運用指針について

さきほど説明したフォーラムで、授業における著作物の運用についてまとめた

ものが「運用指針」です。本書では「改正著作権法第 35 条運用指針令和 3（2021）

年度版」（2020 年 12 月）＊ 1 に基づいて、わかりやすく説明をします。これは、

SARTRAS のページで全文が読めます＊ 2。また、PDF ファイルをダウンロードす

ることも可能です。「改正著作権法第35条運用指針」は2020年度に初めて公開さ

れ、2021年度に改訂されています。この内容について、現在もフォーラムで話し

合いがおこなわれているので、今後も改訂される可能性があります。常に最新版を

チェックするようにしましょう。

なお、本書では、簡単に「運用指針」と略して記載します。また、本書は2021年

度版の運用指針をもとに説明します 01 。

SARTRAS「改正著作権法35条運用指
針について」
https://sartras.or.jp/unyoshishin/

MEMO  ＊1

「 改 正 著 作 権 法 第 35 条 運 用 指 針（ 令
和 3（2021）年度版）特別活動追補版」

（2021年11月）も公開されています。

MEMO  ＊2

35条運用指針01

35条運用指針

・複製
・公衆送信
・公に伝達
・教育機関
・授業
・授業を担任する者
・授業を受ける者
・必要と認められる限度
・利益を不当に害する場合

定義

・許諾不要な例
・許諾不要だが補償金が
　必要な例
・許諾が必要な例

学校での利用例

・法令等

参考資料

04 改正著作権法第35条
運用指針
この SECTION では、著作権教育フォーラムで作成された「運用指針」について説明します。
35条を適用しようとする際に、どのように運用したり判断したりすればよいかの説明になり
ます。

SECTION
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用語の定義

CHAPTER1でも用語について説明しましたが、運用指針では授業で著作物を扱

う際の具体的なシーンを想定して、用語を説明しています。

複製（運用指針5ページ）

いわゆるコピーですが、紙をPDFにしたり、紙の文献を写真に撮ったりするの

も「複製」になります。以下のような例が「複製」に該当します。

 

●該当する例

文学作品を、黒板に板書

文学作品を、ノートへ書き込み

文学作品を、パソコン等でWordファイルに入力し、保存

絵画を、画用紙に模写

彫刻を、紙粘土により模造

紙に印刷された著作物を、コピー機でコピー

紙に印刷された著作物を、スキャンしてPDFファイルで保存

電子ファイルの著作物を、パソコンやUSBメモリに保存

電子ファイルの著作物を、サーバに蓄積（バックアップも含む）

テレビ番組を、ハードディスクへ録画

プロジェクターでスクリーン等に投影した映像データを、カメラやスマート

フォンなどで撮影

35条1項で複製した複製物は、授業において配布することができます（47条の7）。

公衆送信（運用指針5−6ページ）

放送、有線放送、インターネット送信、その他の方法により、「不特定の者また

は特定多数の者（公衆）」に送信することを言います。Web サーバに保存してイン

ターネットを通じて送信可能な状態にすること（送信可能化）も含まれます。授業に

おける教員等と学生・生徒間の送信は、公衆送信に該当すると考えられます。

 

●該当する例

学外に設置されているサーバに保存された著作物を、学生・生徒等からのアク

セスに応じて送信

多数の学生・生徒等に著作物をメール送信

学校のホームページに著作物を掲載

テレビ放送

ラジオ放送

 

●該当しない例

校内放送のように学校の同一の敷地内に設置されている放送設備や、サーバを

用いて行われる同一の構内への送信（構外からアクセスできるものを除く）＊3

2条1項7号の2括弧書き

MEMO  ＊3

04

　
改
正
著
作
権
法
第
35
条
運
用
指
針
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おれのゼミは5人しかいないけど、どうなんだ？

大院

人数も少ないからと言って「公衆」にならないのではありま
せん。修了した人が出たり、新しく入ったりする人もいらっ
しゃると思うので、1つの著作物を利用する人数がころころ
変わるとなると「不特定」となり、「公衆」にあたります。
例えば、ゼミの定員の枠が厳格に決まっており、かつ、10
名未満であるなど「公衆」にあたらない一定の基準がフォー
ラムで示されることが期待されます。

隅木

わかんないんだったら、とりあえず気を
つけた方がいいですね……（ぶるぶる）。

小中

注意が必要なのは、特定できない人（不特定）の場合は、
人数が少なくても「公衆」と解釈されます。このあたりは専
門家でも意見が分かれているところでもあります。

隅木

わたしのクラス30人くらいですけど、公衆になりますか？

小中

運用指針6ページに「一般的に、授業における教員等と履
修者間の送信は、公衆送信に該当すると考えられます」と
あるので、小中先生のクラスも公衆になると考えた方が
よいですね。
実は、著作権法で言う「公衆」が具体的に何人以上なのか
は明確に決められていないんです。

運用指針によると、少なくとも小学校のクラスの標準的
な人数で「公衆」になるのでしょうが、具体的に何人以上
という基準はありません。こういう法律的にグレーなと
ころの扱いが難しいんですが、フォーラムでもまだ人数
についての共通認識は得られていないようです。

隅木
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公に伝達（運用指針9ページ）

放送やインターネット配信などの「公衆送信」は、公衆により直接受信されること

を目的とするものを言います。公衆送信されている著作物を受信装置を用いて、さ

らに公に見せたり聞かせたりすることを「公の伝達」と言います。

 

●該当する例

授業内容に関係するネット上の動画を授業中に受信し、教室に設置されたディ

スプレイ等で学生や生徒に視聴させる

授業内容に関係するWebサイトを、教室でプロジェクターを使ってスクリー

ンに投影し、学生や生徒に見せる

35条が適用される「教育機関」（運用指針6ページ）

組織的、継続的に教育活動を営む非営利の教育機関であり、根拠法令に基づいて

設置された機関が、35条が適用される教育機関になります。

 

●該当する例

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援

学校、高等専門学校、各種学校、専修学校、大学等（学校教育法）

防衛大学校、税務大学校、自治体の農業大学校等の大学に類する教育機関（各

省の設置法や組織令など関係法令等）

職業訓練等に関する教育機関（職業能力開発促進法等）

保育所、認定こども園、学童保育（児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律）

公民館、博物館、美術館、図書館、青少年センター、生涯学習センター、その

他これに類する社会教育施設（社会教育法、博物館法、図書館法等）

教育センター、教職員研修センター（地方教育行政の組織及び運営に関する法

律等）

学校設置会社経営の学校（構造改革特別区域法。営利目的の会社により設置さ

れる教育機関だが、特例で教育機関に該当）

 

●該当しない例

営利目的の会社や個人経営の教育施設

専修学校または各種学校の認可を受けていない予備校・塾

カルチャーセンター

企業や団体等の研修施設
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35条が適用される「授業」（運用指針7ページ）

ここで言う「授業」は、一般に言う「授業」ではなく、あくまでも35条を適用でき

る「授業」になります。運用指針では「学校その他の教育機関の責任において、その

管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動」と定義されていま

す。学生が自主的に行っている活動や、教員同士の教え合いなどは含まれないこと

になります。

●該当する例

講義、実習、演習、ゼミ等

・学生・生徒の予習・復習も「授業の過程」に含む

・反転学習の事前学習も「授業の過程」に含む

初等中等教育の特別活動＊1

・学級活動・ホームルーム活動

・クラブ活動

・児童・生徒会活動

・学校行事等（入学式、卒業式、始業式、終業式、修学旅行、運動会、水泳大

会、文化祭、合唱祭等）

初等中等教育の部活動、課外補習授業等

教育センター、教職員研修センターが行う教員に対する教育活動

教員の免許状更新講習

通信教育での通信授業（紙やLMSでの添削指導や試験等）、対面授業、ネット

利用したメディア授業（Zoomなどを用いたオンライン配信授業）等

学校や大学などの教育機関が主催する公開講座＊2

社会人など学外の者を対象とした履修証明プログラム

社会教育施設が主催する講座、講演会等

 

●該当しない例

入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンパスでの模擬授業等

教職員会議

大学でのFD・SDとして実施される、教職員を対象とした研修、セミナー、情

報提供

高等教育での課外活動（サークル活動等）

自主的なボランティア活動（単位認定がされないもの）

保護者会

学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会、PTA主催の親

子向け講座等

WORD

職員を対象とした管理運営や教育・研
究支援までを含めた資質向上のための
組織的な取り組み（研修等）。

SD（Staff Development）

WORD

教員が授業内容・方法を改善し向上さ
せるための組織的な取り組み（研修等）。

FD（Faculty Development）

自らの事業として行うもの。収支予算
の状況などに照らし、事業の規模等が
相当程度になるものについては別途検
討が必要。

MEMO  ＊2

学習指導要領で規定されている「特別
活動」

MEMO  ＊1
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「教育を担任する者」と「授業を受ける者」（運用指針8ページ）

続いて、35条における、「教育を担任する者」と「授業を受ける者」が誰なのかに

ついて説明します。こちらは、以下のように定義されています。

 

●教育を担任する者＝実際に授業をおこなう人

教諭、教授、講師などで、名称、教員免許状の有無、常勤・非常勤などの雇用

形態は問われません。

教員・教師等の指示を受けて、事務職員や TA（Teaching Assistant）などの

教育支援者・補助者が、学校内の設備を用いるなど学校の管理が及ぶ形で、複

製や公衆送信を行う場合は、教員・教師等の行為とされます。

 

●授業を受ける者＝教員等の指導を受けて実際に学習する人

児童、生徒、学生、科目等履修生、受講者等などで、名称や年齢は問われませ

ん。

学生や生徒等の求めに応じて、事務職員やTAなどの教育支援者・補助者らが、

学校内の設備を用いるなど学校の管理が及ぶ形で、複製や公衆送信を行う場合

は、学生や生徒の行為とされます。

必要と認められる限度（運用指針8ページ）

授業に「必要と認められる限度」かどうかは、授業を担当する教員が判断します。

なぜ、その複製・公衆送信・公の伝達をおこなう必要があるのか、客観的に説明で

きなければいけません。

「必要と認められる限度」かどうかは、例えば書籍であれば何ページまでとか、い

つも使える基準があるわけではありません。授業の内容や進め方によって異なり、

個々の授業の実態に応じて判断する必要があります。

初等中等の部活動は「授業」でよくて、大学
のサークル活動は「授業」じゃないのか。

大院

小学校のクラブ活動は、学習指導要領で「特別活動」という
教育活動であると規定されています。また、中高の部活動は
生徒の自主的な活動ですが、担当教員の指導のもと行うなど
特別活動と同等なものとみなされているようです。
一方、大学の場合はこのようなものではないため、「授業」に
は該当しないということになっています。

隅木
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●必要と認められる場合

1クラス内への公衆送信。クラスの人数は問わない

授業参観に来ている保護者や、研究授業に参加している教員への授業資料のコ

ピーの配布＊1

 

●必要と認められない場合

誰でもアクセスできるようなかたちでの公衆送信

授業内容に関係するテレビ番組を、教員がスクリーンに投影すれば済むような

場合に、動画ファイルをクラス全員に配布

教材を他の教員との間で使い回し

授業で使用するのは一部であるのに、本の全部をコピーして学生・生徒に公衆

送信

POINT

運用指針に書かれている定義を理解して、35条を適用できるかを判断しましょう

著作権者の利益を不当に害することとなる場合（運用指針9−19ページ）

35条1項の終わりの方に「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の

部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害す

ることとなる場合は、この限りでない。」と、書いてあります。このただし書きの部

分に配慮が必要です。

「利益を不当に害する」場合ってどんなときなんでしょう？

小中

条文を読むだけでは、どの程度だと不当に害するのかよくわ
からないですよね。
運用指針11ページには「複製や公衆送信によって現実に市販
物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的
販路を阻害したりすることがあるか否か」が判断する重要な
観点であると書かれています。

例えば小学生が使う計算ドリル全部を、クラスの全員にコ
ピーして配ってしまうと、ドリルを買う必要がなくなってしま
いますよね。こういうことは、利益を不当に害していると判断
されます。
しかしながら、状況や利用状態などによるので、判断が難し
いところがあります。このあたりのこともフォーラムで話し合
われていますので、説明していきます。

隅木

運用指針12ページ

MEMO  ＊1
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ただし書きでいう「利益を不当に害する」とは、基本的には販売の売れ行きが「不

当に低下する」ことを意味します。たとえ「必要と認められる限度」だったとしても、

その利用のしかたによって「著作権者の利益を不当に害する」と著作権者が客観的に

説明できる場合には、無許諾で利用することはできません。

授業目的で無許諾で著作物を複製・公衆送信などが行われれば、多少なりとも市

販物の売れ行きへの影響はあるでしょう。そのために補償金を支払うという制度が

できました。ですので、少しの利用は補償金でカバーできると思われます。「利益

を不当に害する」のは相当な量や使い方ということになります。

運用指針では、「利益を不当に害する」ことの考え方と例を示しています。

著作物の種類

ドリルやソフトウェアなどのように学生・生徒が1人1つずつ購入すべき著作物

を、複製・公衆送信することは、販売を不当に低下させることとなり、利益を不当

に害します。

短文の言語の著作物（俳句、短歌、詩など）、絵画及び写真の著作物などの場合は、

全部の利用が不可欠であるとともに、部分的に利用することは同一性保持権の侵害

になる可能性があります。そのような種類の著作物であれば、1つの著作物の全部

を複製又は公衆送信をしても著作権者等の利益を不当に害する可能性は低いです。

一方、長編映画や小説などをまるごと全部複製・公衆送信することは、利益を不

当に害する可能性が高いです。相当程度に入手困難かつ、合理的な手段で利用許諾

を得ることができない著作物であれば、全部も可能となる場合もあり、個別に判断

することが必要と考えられます。

大学の授業やゼミなどで、論文を読む場合は一般的には一報すべてを読むことが

多いでしょう。一方、論文は専門的であるが故にその対象読者は限られているので、

授業で複製・公衆送信を行う場合には著作権者の利益を不当に害することがないか

よく検討する必要があります（CHAPTER3 Q14、Q15）＊2。

著作物の用途

学生・生徒向けに販売されている著作物の場合、35条の権利制限を適用すると

売り上げに直接影響する可能性があります。ですので、そのほかの著作物の利用と

比べて著作権者の利益を不当に害する可能性が高くなると思われます。

学生・生徒向けの教科書として作られている場合は、指定された教科書で皆が

持っている状態であれば、その多くの部分を複製しても、著作権者の利益を不当に

害する可能性は低いと考えられます。

複製の部数・公衆送信の受信者の数

運用指針18ページでは、受講者の人数によらず、当該授業の受講者の数までの

複製・公衆送信は、著作権者の利益を不当に害さないとされています。

また、父兄参観や研究授業での教員参観などで学生と同一の資料を送信する場

合、参観人数分を加えても、「必要と認められる限度」とされています。この場合に

は、利益を不当に害するものではないでしょう。

必要な論文が、大学で契約している電
子ジャーナル、著者のサイト、機関リ
ポジトリなどで無償でアクセスできる
ようになっている場合は、そのリンク
を学生に提示しましょう。リンクの提
示は複製にも公衆送信にもあたらない
ので問題になりません。

MEMO  ＊2
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映画やテレビ番組の録画を教室で上映することは、非営利無償の上映にあたり許

諾不要でおこなえます（38条1項）。しかし、動画の複製をつくって学生の人数分

配布したり、オンデマンドでいつでも視聴できるようにしたりすることは、著作権

者の利益を不当に害する可能性が高いと考えられます＊1。

複製・公衆送信・伝達の態様

態様とは耳慣れない言葉ですが、複製や公衆送信のやりかた、というほどの意味

です。

著作物を製本して長期間保存できるような形で複製したり、画像や音声を単独で

鑑賞可能なほど高品質なファイルとして複製したりするなど、複製物を単体で他の

用途にも転用できるような形で作成することは、著作権者の利益を不当に害する可

能性が高いと考えられます。

公衆送信をする場合に、受信できる人は授業をする人と受ける人に限定されるべ

きです。例えば学生が世界に情報発信をすることが、授業に必要な活動であったと

しても、そこに35条適用の著作物を含めることは、著作権者の利益を不当に害す

ることとなる可能性が高いと考えられます＊2。

基本的な考え方は以上です。以下に例をまとめます。

 

●全部を複製しても利益を不当に害さない可能性が高い例

採択された教科書中の著作物の利用

・個々の作品（文章作品や写真・イラスト等）の他に、発行した出版社等によ

る著作物も含む

・採択された教科書の代替として使用される学習者用デジタル教科書の契約

内の利用についてもOK

一部だけを使うことが難しいもの、一部を切り取ることによって同一性保持権

を侵害してしてしまう場合

・俳句、短歌、詩等の短文の言語の著作物

・新聞に掲載された記事等の言語の著作物

・写真、絵画（イラスト、版画等を含む）

・彫刻その他の立体の美術の著作物

発行から相当期間を経て入手しにくくなった雑誌などの記事

学生・生徒が購入している資料の一部（図やグラフなどは全部）を、スクリーン

に投影して見せるために複製すること

授業風景や解説の動画の中で映像の一部として用いられている著作物

 

●利益を不当に害する可能性が高い例

1つの授業で、「1回目の授業で1章、2回目の授業で2章……」のように、全部

の回で1冊の本の全部のコピーを渡してしまうこと

学生・生徒が通常購入して利用すべき著作物を、買わずに済むようなかたちで

学生・生徒に提供すること

・ドリル、参考書、問題集、教材用楽譜、副読本、教育用映像ソフト、演劇

用の脚本、部活で使う楽譜など

もちろん 32 条の「引用」が適用できれ
ば問題ないです。

MEMO  ＊2

動画ファイルそのものでなく、それを
視聴させている授業風景を録画したも
のをあとから視聴できるようにするこ
とについては、動画ファイルの視聴と
代替性はないので、著作権者の利益を
不当に害する可能性は低いと考えられ
ます。

MEMO  ＊1
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CHAPTER 3　授業における著作物利用Q&A

わたしの学校の取り組みが地元新聞に掲載されたので、
紹介したいです。その記事をまるごとPDFにして自分の
学校のホームページに掲載してもいいですか？

小中

複数の授業担当教員で１つの教材を作ったんだけど、一部第三者
の著作物が混じってるんだよなぁ。
それは作成に参加した教員がそれぞれの授業で使っていいのか？　
その第三者からの許諾はいるのか？

大院

その場合は、「複製」、「公衆送信」にあたるので、著作
権者である新聞社の許諾が必要です。もし、その記事が
新聞社のWebサイトで見られる場合、学校のホームペー
ジに記事のリンクを貼れば問題ありません。

隅木

第三者の著作物が一部含まれていても、引用の条件をみたし
ていれば利用できるので、第三者からの許諾は必要ありませ
ん。また、みんなで1つの教材を作成しており、共同著作物に
なりそうですが、当然それぞれの教員の授業で利用することが
合意されているでしょうから、それぞれの授業で複製したり、
オンライン授業で公衆送信したりしても問題ありません＊1。

隅木

小学校・中学校・高校
などでありそうな事例

大学や高専などで
ありそうな事例

学校を紹介した新聞記事をWebサイトで
紹介しても大丈夫？Q1

共同で作成した教材は作成に関わった
教員なら使える？Q2

65条2項

MEMO  ＊1

01 授業における
著作物利用Q&A
この CHAPTER では、授業で第三者の著作物を扱う際の具体的な事例について、Q&A 形式
で説明を行います。

SECTION

初等
中等 高等

初等
中等 高等

初等
中等 高等
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わたしが持っている本をコピーして、他の授業を
担当している先生にお渡ししてもいいですか？

小中

じゃ、その先生に小中先生が本を無償で貸してあげて、
借りた先生が自分でコピーしたらいいわけだ。

大 院

授業を担当する教員・教師等が主体で複製しなければ、35
条1項を適用できません。小中先生はその別の授業を担当す
るわけではないので、著作権者の許諾が必要でしょうね。

隅木

それなら大丈夫です＊2。

隅木

38条4項

MEMO  ＊2

18歳未満の未成年者の場合には親権者
の許諾が必要になります（民法4条、5
条1項本文）。

MEMO  ＊3

卒業した生徒さんの優秀な作文を、今年の
国語の授業で使いたいのですけど。

小中

おれも去年の授業の学生の優秀なレポートを、
今年の授業でクラスのみんなに配って見せたい。

大院

学生や生徒さんが、宿題や課題として、先生に提出しただ
けの著作物は「公表」しているとは言えません。35条が適用
できるのは公表された著作物のみなので、おふたりの場合
はどちらも著作権者（著作者）の許諾が必要です＊3。公表権

（18 条 1 項）や氏名表示権（19 条 1 項）への配慮も必要にな
ります。

隅木

著作物を複製して
他の教員に提供しても大丈夫？Q3

卒業した学生の作文やレポートを
授業で紹介したい。Q4
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授業でどんな違法の例があるか見せたいんだよな。
有名人の画像を加工してSNSでアップしてるとか。
違法なものの著作権ってどう扱ったらいいんだ？

大院

著作権は元の写真を撮った人にありますし、有名人の肖
像権やパブリシティ権の問題もありますが、先生がその画
像がどう違法なのかということをちゃんと説明することで
主従関係など引用の条件をみたせば、適法な引用として
利用することができます＊1。

隅木

わたしはNetflixを契約してるんですけど、その中に動物の
ドキュメンタリー映画があって、授業で見せたいのですけど
大丈夫ですか？

小中

引用の要件としては、適法に入手した
情報源からの採録でなければいけない
ことは求められていません。上野達弘
編『教育現場と研究者のための著作権
ガイド』（有斐閣、2021）180頁参照。

MEMO  ＊1

Netflix利用規約
https://help.netflix.com/legal/
termsofuse

教育を目的としたドキュメンタリーの
上映
https://help.netflix.com/ja/
node/57695

MEMO  ＊2

小中先生がプロジェクタを使ってスクリーンに投影するよ
うな場合は「公の伝達」にあたり、35 条を適用できると思
います。と、言いたいところなのですが、Netflixの利用
規約（4.2）を読むと、「お客様のご世帯以外の方と共有す
ることはできません。（中略）お客様は公の場での上映の
ために当サービスを利用しないことに同意します」と書い
てあるんですね＊2。

このように、法律では権利制限規定があるけれど、契約
で制限をしようとすることをオーバーライド問題といって、
契約での制限を有効とすべきかは専門家でも意見の分か
れるところです。

現在、フォーラムでも検討中であり、現時点では利用規
約違反のリスクがあり難しいと言わざるを得ません。
ただ、Netflixの定めるルールでも、一部の教育的なオリ
ジナルドキュメンタリー作品は教育を目的とした上映を1
回のみしてもよいとされています。適宜、最新の利用規約
を確認するようにしましょう。

隅木

違法な著作物を授業で紹介しても大丈夫？Q5

授業で映画を上映できる？Q6

高等

初等
中等 高等
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児童向けのお話なんですけど、わたしが読み聞かせした動画を
Webサーバにアップロードし、生徒が自宅からいつでも見られ
るようにするのは大丈夫ですか？

小中

人気のアニメソングをそのままだと難しいので、小学生がリ
コーダーで合奏できるようにかんたんな感じに音楽の先生が編
曲して、授業で練習してもいいですか？

小中

その曲を、学校の音楽会で演奏していいですか？

小中

それはそのお話をまるまる全部を「複製」し、「公衆送信」す
ることになります。そのため、著作権者の権利を不当に害す
ることになるかと思われるので、35条を適用できません。

隅木

これは47条の6第1項1号で、35条1項が適用できる場合
には、翻訳、編曲、変形、翻案をしてもよいとされているの
で、許諾なく行っても大丈夫です。

隅木

学校の音楽会は、非営利・無償の演奏会なので、38条
1 項の権利制限を適用できると思うかもしれません。し
かし、38 条 1 項は著作物をそのまま利用する場合に適
用され、編曲（27条）するときには適用されません（47条
の6 第 1 項参照）。そのため、著作権者の許諾が必要に
なります＊3。

隅木

例えば、ごく単純な楽器編成の変更
は、新たな創作性を加えておらず、著
作権法上の『編曲』に該当しないことも
ありうると考えられます。その場合は
38条1項の条件をみたせば、公に演奏
することが可能で、同一性保持権の侵
害にも当たらないと解釈する余地もあ
るでしょう。

MEMO  ＊3

読み聞かせの動画をインターネット上に
公開しても大丈夫？Q7

楽曲を練習しやすく編曲すると問題ある？Q8 01
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英語の授業で、学生に海外の小説を翻訳させたいらしい
んだよ。海外の著作物はどうしたらいいんだ？

大院

外国の法律とかしらねーし！

大院

海外の著作物については、著作権は「ベルヌ条約」、
「万国著作権条約」、「TRIPS 協定」などの条約に日
本も加入しており、世界の大半の国の著作物を保護
する義務があります＊2。

隅木

安心してください。海外の著作物でも日本で扱う場合には、
日本の著作権法が適用されます。
先生が学生に配布するために小説を翻訳に必要な範囲で
コピーする行為は「複製」、翻訳する行為は、著作権法的
には「翻訳」に該当します。
先生が必要な範囲でコピーする場合は、35 条 1 項が適用
されますので複製は OK、授業で学生さんが翻訳するの
は、47条の6第1項1号により、翻訳してもOKです。

隅木

上野達弘編『教育現場と研究者のた
めの著作権ガイド』（有斐閣、2021）
118頁参照。

MEMO  ＊1

著作隣接権についても様々な条約によ
り条約上保護義務を負っています。

MEMO  ＊2

給食の時間中に、わたしが録画した教育番組を教室
のテレビで流したいんですけど、大丈夫でしょうか？

小中

給食は、学習指導要領で規定している「特別活動」になるの
で、「授業」にあたります。授業の目的で行った録画は「複
製」で35 条 1 項を適用できます。テレビで流すことは非営
利・無償の上映で38条1項を適用できます＊1。

隅木

給食の時間に
録画したテレビ番組を流したい。Q9

海外の著作物を授業で扱う場合に
注意する点は？Q10 初等

中等

初等
中等

高等
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学祭で学生がビブリオバトルをやりたいらしいんだよ。
著作権法上の問題があるかな？

大院

大学の学祭は、運用指針の「授業」の定義からすると「授業」に
あたらないので、35条は適用できないですね。
内容を数分で紹介するのは、要約が「翻案（27 条）＊3」、プレ
ゼンが口述（24条）に該当する可能性があります。

「翻案」にあたるかは、そのプレゼンでどの程度本の内容を話
しているかによるので判断が難しいのですが、著作物の表現
上の本質的特徴を直接感得できない場合には、「翻案」にあた
らず、著作権者から許諾を得ることは必要ありません＊4。こ
れは、ケース・バイ・ケースの検討が必要になります。

隅木

「授業」の定義は、P44「35条が適用さ
れる「授業」」の箇所をご参照ください。

MEMO  ＊3

最判平成 13 年 6 月 28 日判時 1754 号
144頁〔江差追分事件〕

MEMO  ＊4

WORD

参加者が「面白い」と思う本の内容を5
分間で紹介して、どの本を一番読みた
くなったかを参加者勢員の投票で決め
るもの。

「ビブリオバトル公式サイト」
https://www.bibliobattle.jp/

ビブリオバトル

TAが自分が去年受けたテスト問題をみんなに
配布したいらしいけど、どうなのかな？

大院

そうらしい

大院

それは複数の授業の過去のテスト問題をまとめて
配布するということですか？

隅木

それは35条を適用できないですね。
Aの授業を受けている学生が、Aの授業の学習に必要と認められる限度で、複製
が可能です。しかも授業に必要かどうかは教員が決定します。Aの授業の担当教
員が、過去問で勉強する必要ありと判断した場合に、Aの授業に関係する部分の
み複製が可能です。TAさんが35条1項を適用できる複製ができるのは、教員の
指示があり、学校内の設備を用いるなど学校の管理下で複製をする場合です。
もしくは、その授業のうちの1回をTAさんが指導補助者として分担するような場
合は、「授業を担当する者」になりますが、この場合も複製できるのはAの授業の
その担当授業回に関する部分だけです。
授業A、B、C、Dの過去問をまとめて配布するには、許諾を得る必要がありますね。

隅木

WORD

授業の補助をおこなう学生のこと。

TA（Teaching Assistant）

ビブリオバトルを行う場合に注意する
ポイントとは？Q11

TAが去年のテスト問題を学生に配布したい。Q12
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大学って履修登録期間があって、本登録してなくて仮登録の学生
も授業を受けられるんだよな。全8回の授業の最初の1回を受け
て、その後本登録しないってことがあり得る。その場合は、その
仮登録の学生は35条の「授業を受ける者」に該当するかな？

大院

35条の「授業」は1回でも授業ですね。1回でもちゃんと授業
を受けていれば授業を受ける者に該当すると思います。ただ、
授業資料に第三者の著作物が含まれている場合に、1回目の
授業で全 8回分の資料を配布するようなことは避けた方がい
いでしょう。必要と認められる範囲を超えていると判断されや
すくなる上、著作権者の利益を不当に害しかねません。

隅木

本登録していない学生は
「授業を受ける者」に該当する？Q13

おれの論文は大変ためになるから、学生に配布
して読ませたい。なんの問題もないよな？

大院

おれのなのに……

大院

著作権が大院先生にあれば何の問題もありません。しか
し、学会や出版社に著作権を譲渡している可能性がありま
すよね。その場合に注意が必要です。まず学会や出版社の
著作権規程を確認しましょう。ご本人が使用する場合につ
いて書かれていることが多いと思います。

隅木

学会誌などは「著作権は本学会に最終原稿が投稿された時点
から原則として本学会に帰属する」などの記載があることが多
く、その場合は論文の著者には著作財産権がありません。
また、譲渡できない著作者人格権についても「著作者人格権
を行使しない」などの記載があることがあります。
こういう規程は、論文投稿の際にはよく確認したほうがいい
ですね。
学会の規程で難しい場合でも、引用の要件を守っていれば
32条の引用を適用できますし、授業の過程で必要な場合は、
論文の一部であれば35条を適用できるかもしれません。

隅木

論文をコピーして学生に配布するのは
問題ない？Q14

高等

高等
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おれの前期の授業は4月から9月末までが履修期間
なんだけど、10月になったら、LMSのコースに載っ
てる教材はもう置いておけないのか？

大院

基本的には、第三者の著作物が入った教材をLMSで公衆送
信できるのは、その授業の期間のみとされています。該当す
る教材は、期間がすぎたら削除するか、学生がアクセスでき
ないように設定を変更する必要があります。
この授業期間がいつからいつまでなのかの判断が難しいので
すが、大学の場合は、成績や単位認定などの評価が終わる
までは授業期間と考えてもよさそうです。

また、「◯◯演習１」「◯◯演習２」のように段階的に履修す
ることが前提になっている授業で、２の授業期間も１の教材
を閲覧可能とするのは、「授業の過程」としてよいように思い
ます＊1。
予習や復習も「授業の過程」とすることは運用指針に記載され
ており、「◯◯演習１」と「◯◯演習２」で内容的にも関連性が
あるのであれば、「◯◯演習１」の教材は、復習に準じるもの
と考えられるからです。
また、P48の終わりで説明したように、履修期間外も継続し
て教材利用をすることについて、SARTRASライセンスの対
象とできるよう検討されています。

隅木

学生が英語の論文を最初から最後まで読んで、
内容を発表するという授業をやりたい。
一つの論文をまるまる学生に配布していいかな。

大院

通読することが必要ということは大前提ですが、論文一つを全部配布す
る場合は様々な側面から配慮する必要があります。「運用指針」では、授
業の目的から論文全文が必要な場合には、次の要素を考慮して、個々の
履修者が論文自体や論文集などを購入することが必ずしも合理的でなけ
れば、論文全部の複製や公衆送信をしても、著作権者の利益を不当に害
することにならない可能性が高いとされています。

当該論文や論文集などの入手が容易であるか
当該論文が論文集などの出版物に掲載されている場合
・出版物全体に占める論文の分量
・出版物の流通の状況や当初の出版時に想定された読者対象かどうか
・出版物が出版後相当期間を経過しているか

隅木

上野達弘編 『教育現場と研究者のため
の著作権ガイド』（有斐閣、2021）55
頁参照。

MEMO  ＊1

WORD

2022年11月現在、35条と補償金でも
カバーできない著作物の利用について、
許諾なくおこなえるようSARTRASラ
イセンス制度が検討されています。
これは別途ライセンス料金を払って、
補償金の範囲を超えた複製や公衆送信
等ができるようにするものです。その
利用範囲や形態については検討中です。

SARTRASライセンス

論文を丸ごと学生に配布しても大丈夫？Q15

履修期間を過ぎた後でも教材は使える？Q16
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CHAPTER 4　許諾の取り方

許諾を取る手順

P31でフロー図をお見せしました。その内容を改めて確認しましょう。

「許諾をとる or あきらめる」となった場合に、あきらめる時は第三者の著作物の

部分を削除したり、代替物がないか探して差し替えたりする方法があります。

以下は「許諾をとる」を選んだ場合の説明になります。

Step1：著作者・著作権者が誰なのかを調べる

そんなのいちいち作ってないよ。

大院

先生方にお願いしたいのは、第三者の著作物を利用する際は、
出典を記録してほしいということです。
1つの教材の中で複数使用している場合には、教材ごとの出典リ
ストを作成しておくことが望ましいです。

隅木

教室で授業をしてる分には35 条が適用できるので大丈夫です。
ただ、例えば大院先生の授業を録画して、大学のホームページ
で公開することになった場合、誰でも見られる状態なので35条
は適用できません。引用が適用できればいいのですが、難しい
場合もあると思います。

隅木

01 利用許諾の取り方
保護期間や利用条件などで自由に利用できない場合、かつ権利制限を適用できない場合に著
作権者の許諾が必要となります。本CHAPTERでは許諾のとり方について説明します。

SECTION

出典リストがあれば、それを元に
許諾をとれるということですね。

小中

そうなのです。逆にそれがないと、その写真やイラスト
や文章をどこから引っ張ってきたのか調べることから始
めないといけないことになります。

隅木
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